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書  記  鈴 木 亮 平  

書  記  亀 山 侑 可 



塩竈市教育委員会定例会会議録 
 
◆日 時   令和６年９月１１日(水) 午後２時２５分～午後２時５３分 
 
◆場 所   市民交流センター 第２・３会議室 
 
◆出席委員 

教 育 長 黒田  賢一 教育長職務代理者 髙橋  輝兆 

委 員 松田  攝子 委 員 佐 藤  香 

委 員 菅井  信吉   
 
◆事務局 

教 育 部 長 末 永  量 太 次長兼教育総務課長 櫻下  真子 

参事兼学校教育課長 松﨑 和佳子 生涯学習課長 郷 古  勝 浩 

教育総務課 

課長補佐兼教育総務係長 
鈴木  亮平 教育総務課主事 亀山  侑可 

 
◆定例会次第 

 １ 開会 

 ２ 前回会議録の承認 

 ３ 会議録署名委員の指名 

 ４ 教育長報告 

①本市の教育活動の状況 

②その他 

５ 専決処分報告 

①塩竈市生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

②塩竈市民交流センター条例の一部を改正する条例 

③塩竈市スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

④令和６年度塩竈市一般会計補正予算のうち教育に関する事務にかかる部分について  

６ 議案 

①議案第１３号 令和６年度塩竈市教育功績者表彰について 

７ その他報告 

   ①おいしい絵顔コンクールについて 

 ８ 閉会  



１ 開会 午後２時２５分 

 

２ 前回会議録の承認 

佐藤委員から報告、承認 

 

３ 会議録署名委員の指名 

  髙橋委員と菅井委員を指名 

 

４ 教育長報告 

  黒田教育長から、以下のことについて報告 

①本市の教育活動の状況 

②その他 

 

〔主な質疑〕 

    特になし 

 

５ 専決処分報告 

 郷古生涯学習課長から、以下のことについて報告 

①塩竈市生涯学習センター条例の一部を改正する条例 

②塩竈市民交流センター条例の一部を改正する条例 

③塩竈市スポーツ施設条例の一部を改正する条例 

 

〔主な質疑〕 

    菅井委員 条例改正について令和７年４月１日から施行とあるが、使

用料等の変更点について利用者へどのように告知を行うの

か。 

 

郷古課長 今回の条例改正は利用料の上限額を設定するものであり、

令和 7年 4月 1日から利用料の額は、指定管理者と協議の

うえ決定する。 

     「実費相当額である冷暖房使用料を改定すること」や「市

外居住者が利用する場合に利用料の額に差をつけること」

については、令和 7年 4月 1日から適用する。このことに

ついて、11月下旬に利用者向け説明会を開催する予定。 

 

  櫻下教育総務課長、郷古生涯学習課長から、以下のことについて報告 

④令和６年度塩竈市一般会計補正予算のうち教育に関する事務にかかる部分について 

 



〔主な質疑〕 

    髙橋委員 学校施設環境改善交付金について、令和 7年度事業分の交

付決定額が 9千万とあるが、令和 7年度の支払予定額 3億

8千万分のうち 9千万を交付金で賄うということか。 

 

櫻下課長 今回交付決定された交付金を 7年度分の支払予定額に充て

る予定。 

 

６ 議案 

①議案第１３号 令和６年度塩竈市教育功績者表彰については秘密会と

して審議 

（秘密会の会議録については、別途作成） 

 

７ その他報告 

櫻下教育総務課長から、以下のことについて説明 

   ①おいしい絵顔コンクールについて 

 

〔主な質疑〕 

  特になし 

 

８ 閉会 午後２時５３分 

 

≪会議録署名委員≫ 

 

（髙橋委員） 

 

（菅井委員） 

 


